
   

１ 出席停止、及び出席扱い申請 対象者 

令和５年５月７日迄 令和５年５月８日以降 

・罹患者

・濃厚接触者

・体調不良者

・罹患者

２  出席扱い申請手続き 

令和５年５月７日迄 令和５年５月８日以降 

罹

患

者 

① 感染が判明した時点で、授業担当の教員、及び学生相談室へ

連絡する。   ※ 健康チェック表の記載

＊ 連絡時から出席扱い（発症後７日間迄） 

② 療養終了後、学生相談室へ感染が確認できる書類（診断書・検

査結果等）・健康チェック表を提出し、 出席扱い確認書の申請

を行う。

③ 出席扱い確認書を受け取り、授業の担当教員へ確認いただく。

① 感染が判明した時点で、

授業担当の教員、及び保健室

へ連絡する。  

  ＊ 連絡時から出席扱い 

（発症後５日間迄） 

②・③ は、左記同様

濃

厚

接

触

者 

① 感染者の濃厚接触者となった時点で、授業担当の教員、及び学

生相談室へ連絡する。   ※ 健康チェック表の記載

＊ 連絡時から出席扱い（感染者との最終接触日から５日間） 

② 待機期間終了後、学生相談室へ健康チェック表を提出し、出席

扱い確認書の申請を行う。

③ 出席扱い確認書を受け取り、授業の担当教員へ確認いただく。

体

調

不

良

者 

① 発熱、咳、喉の痛み、強い倦怠感等、感染症が疑われる症状が

見られた場合は、授業を欠席して、授業担当の教員、及び学生

相談室へ連絡する。   ※ 健康チェック表の記載 

 ＊ 連絡時から出席扱い（感染症が否定される迄） 

② 医療機関を受診して、感染症の有無について検査を受ける。もし

くは、 抗原検査キッド（薬事承認のもの）による検査を行う。

③ 感染症が否定された場合は、翌日以降登校可

登校時に健康チェック表、受診に関わる書類・検査結果等を学

生相談室へ提出し、出席扱い確認書の申請を行う。

④ 出席扱い確認書を受け取り、授業の担当教員へ確認いただく。

重要

新型コロナウィルス感染症
第５類への移行にともなう出席停止・出席扱い手続き等の変更 

学生支援課 学生相談室 

保健室（9：00～17：00） Tel:093-964-4023 

新型コロナウィルス感染症の感染法上の分類が第２類から第５類に移行（令和 5 年５月８日適
用） することを受け、出席停止対象者、及び出席扱い申請手続きを変更いたします。 

＜北方版＞



本学では学校保健安全法に基づき、感染症の集団感染を予防するため、感染症の診断を 

受けた学生には、出席停止の指示を行います。 

感染症のうち、以下のものは診断時に大学に報告をすることで、本学が定める期間の授業 

の「出席扱い」を認めます。 

◆ 大学は出席停止 ⇒ 期間は、感染症の種類で異なります。

◆ 感染症罹患証明（診断書・検査結果等）の準備 （出席扱い申請に必要）

出席扱い確認書申請 
＜申請に必要なもの＞ 

① 学生証

② 感染症罹患の証明書（診断書、検査結果等）

お問い合わせ先：学生支援課 保健室 

電話番号：０９３-９６４-４０23 （９：００～１７：００） ※土・日・祝日は閉室 

その時点で 及び に連絡 
＜教員＞ 大学 Outlook メール  ＜保健室＞ 電話（093-964-4023） 

各自で欠席授業担当教員へ 

※ 出席扱いは連絡時以降の取り扱いとなります。

＜新型コロナウィルス感染症について＞ 
感染症法上の分類が第２類から第５類へ移行（令和５年５月８日適用）されたこと
を 受け、出席停止の対象者は罹患者のみとなります。 

（注） 連絡をしていない場合は、出席扱い申請はできません。 

出席扱い確認書の受取 
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